
 

 

 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©多摩市 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

目次 

1 図でわかる!幼児教育・保育の無償化制度 P.2 

2 手続きの流れ P.4 

3 現行制度幼稚園 P.6 

4 新制度幼稚園・認定こども園（１号） P.8 

5 認可外保育施設など P.10 

6 無償化以外の負担軽減事業 P.11 

7 保育の必要性・必要書類について P.12 

 

1 



 

 

保育の必要性があり、認可外保育施設（認証保育所など）、

一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・

センター事業を利用している。（他に在籍施設がある場合を

除く） 

新１号の申請が必要です。 
◆多摩市子育てのための施設

等利用給付認定申請書 

いいえ 

幼稚園・認定こども園（１号）に 

通っている（１号＝３～５歳の教育部分） 

 認可保育所・認定こども園（2 号・3 号）に通っている 

提出する 
書類は 
ありません。 

新２号・新３号の申請が必要です。 
◆多摩市子育てのための施設等利用給付認定申請書 
◆保護者の保育の必要性を示す書類（Ｐ.１２） 
◆【幼稚園または新３号認定を申請する方のみ】 

－令和５年１月２日以降に多摩市に転入した場合－ 

 令和５年度市町村民税課税・非課税証明書または市町村民税納税通知書（写） 

－令和６年 1 月 2 日以降に転入した場合－ 

 令和５・６年度市町村民税課税・非課税証明書または市長損民税納税通知書（写） 

提出が必要な書類 

いいえ 

「保育の必要性の認定」（Ｐ.12）を受けるための申請書等は以下の方法で入手できます。 
 ●多摩市役所子育て支援課 ●地域子育て支援拠点 ●多摩市公式ホームページ 等 

該当する施設やサービスが

ない場合や、保育の必要性

がない場合は、無償化の対

象にはなりません。 

 Ｂ 

 Ｃ 

 Ａ 

いいえ 
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新制度幼稚園に在籍する方 

富士ヶ丘幼稚園、錦秋幼稚園、諏訪幼稚園、せいとく幼稚園 

多摩みゆき幼稚園、東京大谷幼稚園、おだ認定こども園 等 

現行制度幼稚園に在籍する方 
   緑ヶ丘幼稚園、すみれ幼稚園 等 

はい 

保育の必要性がある（P.12 参照） 

 

は
い 

は
い 

は
い 

いいえ 

※諏訪幼稚園は令和６年４月から、新制度幼稚園へ 

 移行予定です。   

令和５年１月２日以降に転

入した方は園児保護者補助

金の申請までに課税証明書

等が必要となります。 

園児保護者補助金の申請時

期は別途お知らせします。 



 

就学前の児童発達支援等のサービスを利用する子

どもたちについても、３～５歳児クラスまでの利

用料が無償化されます。 

※満３歳に達して最初に迎える４月から小学校 

 入学前の３年間が対象です。 

問い合わせ 障害福祉課相談支援担当 042-338-6847 

障がい児支援 

対象施設 

●幼稚園の預かり保育は、利用日数に応じて

日額最大 450 円・最大月額 11,300 円（新

３号認定の場合、最大月額 16,300 円）ま

での範囲で利用料が無償化されます。 

●無償化の対象になるためには、多摩市から

「保育の必要性の認定」を受ける必要があ

ります。 
※満３歳児クラスの方は、住民税非課税世帯で保育の必要

性がある場合は新３号認定の対象になります。 

幼稚園の預かり保育（新２号・新３号）→P.６

 Ｂ 

現行制度幼稚園は月額 25,700 円までの利用 

が無償化されます。 

現行制度幼稚園（新１号）→P.６ 

 Ｃ 

新制度幼稚園・認可保育所・認定こども園

（１号・２号・３号）を利用する満３歳児お

よび３～５歳児クラスの全ての子どもたちの

利用料が無償化されます。（教育・保育給付

認定による） 

（通園送迎費、給食費、行事費などは保護者負担になり

ます。ただし、世帯の収入等によって給食費が負担軽減

される場合があります。） 

 

認可保育所等の入所申請方法等については、令和６年度

多摩市保育所等入所のしおりをご覧ください。 

新制度幼稚園・認可保育所・認定こども園 

（１号・２号・３号） 

 Ａ 

認可外保育施設（認証保育所など）、一時預か

り事業、病児保育事業、ファミリー・サポー

ト・センター事業を対象とします。 

●３～５歳児クラスまでの子どもたちは月額

37,000 円まで、０～２歳児クラスまでの住

民税非課税世帯の子どもたちは月額 42,000

円までの利用料が無償化されます。 

●無償化の対象になるためには、多摩市から

「保育の必要性の認定」を受ける必要があり

ます。 

認可外保育施設など（新２号・新３号）→P.1０ 

 Ｂ 

©多摩市 
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■注意事項■ 
①「施設等利用給付認定」または「教育・保育給付認定」を受けていないと無償化の対象にはなりません。 

②「施設等利用給付認定」または「教育・保育給付認定」は無償化サービスを利用する前に受ける必要があります。 

 ※申請が遅れた場合、認定期間のさかのぼりはできないのでご注意ください。 

③領収書や施設を利用したことがわかる書類を紛失し、再発行できない場合については無償化の対象になりません。 

④償還払いは、保護者の方から市へ請求手続きを行わないと、無償化の給付対象金額を入金することができません。 

⑤利用している施設及びサービスによって、手続きが異なります。ご注意ください。 

⑥「個人番号（マイナンバー）記載用紙」については、郵便事故等による個人情報の流出を防ぐため、申請時での添付

は不要です。様式は公式ホームページに掲載または子育て支援課窓口で配布していますが、必要な方には、別途、子

育て支援課計画推進・保育担当からご連絡いたします。 
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申請して認定を受ける 
「施設等利用給付認定」を受ける必要があるため、「多摩市子育てのための施設等利用給付認定申請書」を提出し、市から認定

を受けてください。 

※認定証は、受付してから原則 30 日以内に発行します。 

子どもごとに「施設等利用給付認定」を行い、認定証を送付します。4 月からの認定に関しては、対象者多数のため 4 月を

過ぎてから認定証の送付になることがあります。ご了承ください。 

※無償化の給付を受けるためには、無償化のサービスを利用する前に市から認定を受ける必要があります。申請が遅れた場合、認

定期間のさかのぼりはできないのでご注意ください（郵送での提出の場合、市が受理した日が申請日になります）。 

対象施設を利用する 
無償化対象分の給付金を受けるには、以下ⒶⒷ２つの方法があります。 

※施設及び利用するサービスによって、ⒶとⒷのどちらの方法か異なります。ご注意ください。 

Ⓑ代理受領 Ⓐ償還払い 
①利用料全額を施設へ支払う ⇒②施設に領収書等を発行してもらう 

 ⇒③発行してもらった書類と請求書（指定様式）を市役所に提出する 

 ⇒④市から保護者に無償化対象金額が支払われる。（Ｐ.５参照） 

 

無償化対象額を差し引いた金額を保護者が施設に支払います。 

例:保育料 40,000 円－無償化対象金額 37,000 円 

                   ＝保護者支払い額 3,000 円 

差額や実費負担がある場合は、保護者から施設に支払います。 

入金 
請求書や添付書類に不備や不足等なければ、支払い予定日に

保護者指定の口座（保護者名義のもの）に入金します。 



 

Ⓐ

 

 

Ⓑ

提出書類・・・償還払いに必要な書類 

・多摩市子育てのための施設等利用給付に係る施設等利用費請求書（償還払い用）・・・多摩市様式  

・領収書や利用した内容がわかる書類（特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収書等）・・・施設が発行するもの 

 

※令和６年度の詳しいスケジュールについては、令和６年６月頃配布する案内をご覧ください。 

【参考】償還払いのスケジュール（予定） 請求については、年度内（4 回目受付まで）にお手続きをお願いします。 

 受付期間（市役所受付） 振込日（予定） 

１回目 令和６年７月上旬 令和６年８月下旬 

２回目 令和６年１０月上旬 令和６年１１月下旬 

３回目 令和７年１月上旬 令和７年２月下旬 

４回目 令和７年４月上旬 令和７年５月下旬 

※ご請求されるお子様が複数いる場合は、それぞれ請求書をご用意ください。また、振込先の口座については、同じ口座をお書きください。 

※利用料については、上限額設定等がありますので請求された金額が満額お支払いできない場合があります。 

提出先と提出方法 
下記のいずれかの方法にてご提出ください。 

１ 郵送 子育て支援課 計画推進・保育担当宛  

２ 市役所本庁舎 子育て支援課窓口（４階*）に直接提出   *令和５年１０月６日までは２階 

３ 利用施設に提出  

施設によっては、施設経由で請求書をご提出できない場合がありますのでご確認ください。施設へご提出の場合は、

施設の提出期限までに必要書類をご提出いただく必要があります。 

【注意点】 

郵送での提出の場合は、請求書の記入漏れや添付書類の不足等がないか十分確認をお願いします。場合によって

は、お支払いが期日までにできないことがあります。また、郵送事故等への責任は負いかねます。 
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算定例① 

園にて預かり保育を時間設定している場合 

例 利用料 100 円／時間 

 利用日数 20 日  １日３時間 

《各月利用実績》 100 円×3 時間×20 日＝

6,000 円（A） 

《各月限度額》450円×20日＝9,000円（B） 

《支給額の算出》 

（A）6,000 円＜（B）9,000 円なので、無償

化給付対象金額は、（A）6,000 円になります。 

算定例②   

園にて預かり保育を日額設定している場合 

例 利用料 400 円／日 

 利用日数 20 日 

《各月利用実績》400 円×20 日＝8,000 円

（A） 

《各月限度額》450 円×20 日＝9,000（B） 

《支給額の算出》 

（A）8,000 円＜（B）9,000 円なので、無償

化給付対象金額は、（A）8,000 円になります。 

算定例③  

園にて預かり保育を月額設定している場合 

例 利用料 10,000 円／月 

利用日数 18 日 

《各月利用実績》10,000 円（A） 

《各月限度額》450 円×18 日＝8,100 円（B） 

《支給額の算出》 

（A）10,000 円＞（B）8,100 円なので、無償

化給付対象金額は、（B）8,100 円になります。 
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算定例① 

園にて預かり保育を時間設定している場合 

例 利用料 100 円／時間 

 利用日数 20 日  １日３時間 

《各月利用実績》 100 円×3 時間×20 日＝

6,000 円（A） 

《各月限度額》450円×20日=9,000円（B） 

《支給額の算出》 

(A)6,000 円＜(B)9,000 円なので、無償化給

付対象金額は、（A）6,000 円になります。 

算定例②   

園にて預かり保育を日額設定している場合 

例 利用料 400 円／日 

 利用日数 20 日 

《各月利用実績》400 円×20 日＝8,000 円

（A） 

《各月限度額》450 円×20 日＝9,000（B） 

《支給額の算出》 

（A）8,000 円＜（B）9,000 円なので、無償

化給付対象金額は、（A）8,000 円になります。 

算定例③  

園にて預かり保育を月額設定している場合 

例 利用料 10,000 円／月 

 利用日数 18 日 

《各月利用実績》10,000 円（A） 

《各月限度額》450 円×18 日＝8,100 円（B） 

《支給額の算出》 

（A）10,000円＞（B）8,100円なので、無償

化給付対象金額は、（B）8,100 円になります。 
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多摩市公式ホームページ 
 
 

 

 

令和６年度 多摩市 

幼児教育・保育の無償化のしおり 
 

令和５年１０月 

 

発行 多摩市 

編集 多摩市子ども青少年部子育て支援課 

    〒２０６－８６６６ 

    東京都多摩市関戸６－１２－１ 

    電話 ０４２－３３８－６８５０（直通）                  
 

印刷物番号 

 
多摩市子ども青少年部子育て支援課 
計画推進・保育担当 
住所:〒206-8666 

多摩市関戸６-12-１ 
電話:042-338-6850（直通） 

５－９ 

問い合わせ先は 

下記ニャ! 
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